
Pension
平成21年度の１か月当たりの保
険料は、昨年度に比べて250円
高い14,660 円です。また、１
年分の保険料を前納すると、年
間で3,120円安くなります。
A答え

平成21年度の国民年金保険料はいくらになるのですか。また、まとめて
支払うと割引があると聞いたのですが、毎月支払うのと比べてどれくらい
違うのですか。Q疑問

私は国民年金の保険料を金融機関の窓口で納めています。口座振替を利用
すると保険料が割引されると聞いたのですが、どれくらい割引されるので
しょうか。

口座振替には早割制度があり、平成21年度は１か月の保険料が50円安
くなります。初回だけは2か月分が振り替えられ、そのうち１か月分だ
けが割引されます。A答え
Q疑問

平成 21 年度の国民年金の定額保険料は、1か月当たり 14,660 円
で、平成 20 年度に比べて、250 円高くなっています。また、将来
受け取る年金が多くなる付加保険料は１か月当たり 400 円です。
保険料の納付には前納割引制度があり、１年分や半年分をまと
めて支払うと保険料が安くなります。４月からの１年分または半
年分の保険料をまとめて納める場合の納付期限は、４月 30 日（木）
です。

口座振替で保険料を納める場合は、その月の保険料は原
則として翌月末に振り替えられます。また、その月の保険料
を同じ月の月末に振り替えることができる口座振替早割制
度を利用すると、保険料の割引を受けることができます。平
成 21 年度は月額 50 円が割引され、１か月当たりの保険料は
14,610 円になります。ただし、この制度を利用する場合、初
回の振替だけは２か月分（定額の前月分と 50 円が割引され
た当月分）の保険料をまとめて納付することになります。
口座振替は、保険料が指定口座から自動的に引き落とされ

るため納め忘れがなく、そのつど金融機関などへ行く必要も
ないのでとても便利です。また、口座振替による前納にされ
るとさらにお得です。ぜひ、ご利用ください。

■保険料を前納した場合の割引額（１年分の場合）

定額保険料
定額保険料

＋
付加保険料

毎月納める場合 175,920円 180,720円

前納する場合 172,800円 177,510円

割引される額 3,120円 3,210円

年金の
そこが知りたい   
保険年金班☎42局2111番

国民年金からの
お知らせです

役場保険健康課
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くらしの情報

●鞍手町役場…42局2111番
　　　（FAX…42局 5693 番）

●中央公民館…42局7200番
●長谷別館…42局4659番
●教育課…42局7200番

●歴史民俗資料館…42局3200番
●くらじの郷…42局8811番

●社会福祉協議会…42局7800番
●上下水道課…42局0408番
●中央浄水場…42局0417番
●町立病院…42局1231番
●鞍寿の里…42局1233番
●鞍手駅…42局0980番

●火災の発生状況…32局3211番

☎ 問い合わせ先 ☎

く
ら
しの
情
報

今
月
の
納
税
（
４
月
）

●
固
定
資
産
税
︱
第
１
期
分

●
軽
自
動
車
税

納
期
限
は
４
月
27
日（
月
）

で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
督

促
手
数
料
は
一
通
に
つ
き
百

円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
税
務
班
ま
で

固
定
資
産
の

帳
簿
の
縦
覧
は

４
月
１
日
か
ら
27
日
ま
で

平
成
20
年
中
（
１
月
か
ら

12
月
ま
で
）
に
土
地
を
売
り

買
い
し
た
人
、
家
を
新
築
、

増
築
し
た
人
、
相
続
や
贈
与

が
あ
っ
た
人
な
ど
、
自
分
の

所
有
す
る
土
地
や
建
物
の
価

格
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
か
を
確
認
す
る
た
め
、
土

地
や
家
屋
な
ど
の
価
格
が
記

載
さ
れ
た
固
定
資
産
税
の
帳

簿
な
ど
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。
縦
覧
で
き
る
期
間
や
場

所
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

な
お
、
平
成
21
年
度
も
、

固
定
資
産
税
の
課
税
明
細
書

を
納
税
通
知
書
と
一
緒
に
お

送
り
し
ま
す
。

●
と
き　

４
月
１
日
（
水
）

か
ら
４
月
27
日
（
月
）
ま

で
（
土
・
日
を
除
く
）。
時

間
は
午
前
８
時
30
分
か
ら

午
後
５
時
15
分
ま
で

●
と
こ
ろ　

役
場
税
務
住
民

課
税
務
班
窓
口

●
縦
覧
で
き
る
人　

納
税
者
、

納
税
者
の
代
理
人
、
納
税

管
理
人

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
税
務
班
ま
で

税
金
の
納
付
は

安
心
・
便
利
で
確
実
な

口
座
振
替
で

個
人
が
納
め
る
町
税
は
、

口
座
振
替
に
す
る
と
金
融
機

関
へ
行
く
手
間
が
い
ら
ず
、

納
め
忘
れ
も
な
く
て
安
心
で

す
。
毎
月
15
日
ま
で
に
手
続

き
を
す
れ
ば
翌
月
か
ら
口
座

振
替
が
で
き
ま
す
。
ど
う
ぞ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
申
込
用

紙
は
町
内
の
金
融
機
関
や
役

場
税
務
住
民
課
に
あ
り
ま
す
。

●
必
要
な
も
の　

納
税
通
知

書
、
通
帳
、
通
帳
登
録
印

●
取
引
金
融
機
関　

直
鞍
農

協
、
福
岡
ひ
び
き
信
用
金

庫
、
福
岡
銀
行
、
西
日
本

シ
テ
ィ
銀
行
、
り
そ
な
銀

行
、
郵
便
局

●
振
替
日　

毎
月
25
日
（
金

融
機
関
が
休
み
の
場
合
は

次
の
営
業
日
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
税
務
班
ま
で

税
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

平
成
20
年
度
も
終
わ
り
ま

し
た
が
、
税
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
納
付
書
で

納
税
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
、

納
め
忘
れ
が
な
い
か
お
手
元

の
領
収
書
で
も
う
一
度
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
口
座

振
替
を
利
用
さ
れ
て
い
る
皆

さ
ん
は
、
引
き
落
と
し
を
さ

れ
て
い
る
通
帳
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
（
残
高
不
足
な
ど
に

よ
り
納
付
書
で
納
め
ら
れ
た

場
合
は
、
領
収
書
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
）。
納
め
忘
れ
が
あ

る
場
合
は
、
早
め
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
税
務
班
ま
で

西
村
弁
護
士
の

無
料
法
律
相
談

西
村
浩
二
弁
護
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
が
行
わ
れ
ま

す
。
受
付
は
７
人
ま
で
で
す
。

●
と
き　

４
月
13
日（
月
）
▽

受
付（
順
番
の
抽
選
）＝
午

後
０
時
45
分
か
ら
▽
相
談

＝
午
後
１
時
か
ら
４
時
ま

で
●
と
こ
ろ　

く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

一
人
で
悩
む
前
に


心
配
ご
と
相
談
へ
ど
う
ぞ

直
方
法
務
局
の
職
員
、
婦

人
相
談
員
兼
母
子
自
立
支
援

員
、
行
政
相
談
委
員
の
皆
さ

ん
が
、
あ
な
た
の
悩
み
に
お

こ
た
え
し
ま
す
。

●
と
き　

４
月
27
日（
月
）▽

受
付
＝
午
後
０
時
45
分
か

ら
▽
相
談
＝
午
後
１
時
か

ら
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ　

く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

「
遺
言
の
日
」
に

無
料
法
律
相
談

福
岡
県
弁
護
士
会
で
は
、

遺
言
の
日
に
次
の
と
お
り
無
料

法
律
相
談
会
を
を
行
い
ま
す
。

●
と
き　

４
月
15
日（
水
）午

前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま

で
（
一
人
30
分
）

●
と
こ
ろ　

福
岡
県
弁
護
士

会
天
神
弁
護
士
セ
ン
タ
ー

（
福
岡
市
中
央
区
）

●
問
い
合
わ
せ　

詳
し
い
こ

と
は
福
岡
県
弁
護
士
会

☎
（
０
９
２
）
７
４
１
局

３
２
０
８
番
ま
で

税
金

相
談

Calendar
2009
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

４
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今
月
の
補
聴
器
相
談
日

４
月
の
補
聴
器
相
談
が
次

の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。

●
役
場
福
祉
人
権
課
で
の
相
談

▽
と
き
＝
４
月
１
日（
水
）

午
後
１
時
か
ら
２
時
ま
で

（
九
州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）
　

▽
と
き
＝
４
月
９
日
（
木
）

午
後
３
時
30
分
か
ら
４
時

30
分
ま
で（
九
州
リ
オ
ン
）

　

▽
と
き
＝
４
月
16
日
（
木
）

午
後
１
時
か
ら
２
時
ま
で

（
あ
さ
ひ
補
聴
器
）　

　

▽
と
き
＝
４
月
22
日
（
水
）

午
後
１
時
か
ら
２
時
ま
で

（
小
倉
補
聴
器
）　

※
役
場
福
祉
人
権
課
の
相
談

で
は
、
受
付
順
の
番
号
札

を
配
布
し
ま
す

●
町
立
病
院
で
の
相
談　

　

▽
と
き
＝
４
月
４
日（
土
）

午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

（
九
州
リ
オ
ン
）
　　　　　　　

▽
と
き
＝
４
月
28
日（
火
）

午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で

（
九
州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
高
齢
者
班
ま

た
は
町
立
病
院
ま
で

求
む
、
平
和
を
愛
す
る
人

自
衛
官
採
用
試
験

自
衛
隊
飯
塚
地
域
事
務
所

で
は
次
の
と
お
り
一
般
幹
部

候
補
生
お
よ
び
一
般
曹
候
補

生
の
採
用
試
験
を
行
い
ま
す
。

●
受
験
資
格　

▽
一
般
幹
部
候

補
生
＝
22
歳
以
上
26
歳
未
満

の
人
（
場
合
に
よ
り
28
歳
未

満
の
人
）
▽
一
般
曹
候
補
生

＝
18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
人

●
募
集
職
種
・
人
員　

▽
陸
・

一
般
要
員
（
男
約
120
人
、
女

約
10
人
）
▽
海
・
一
般
要
員
、

飛
行
要
員
（
男
約
55
人
、
女

約
５
人
）
▽
海
・
技
術
幹
部

候
補
生
（
約
15
人
）
▽
空
・

一
般
要
員
、
音
楽
要
員
、
飛

行
要
員
（
男
約
60
人
、
女
約

５
人
）
▽
陸
・
海
・
空
一
般

曹
候
補
生
（
若
干
名
）

●
受
付
期
間　

４
月
１
日

（
水
）
か
ら
５
月
12
日（
火
）

ま
で

●
試
験
日　

▽
一
般
幹
部
候

補
生
＝
５
月
16
日
（
土
）、

飛
行
要
員
は
５
月
17
日

（
日
）
▽
一
般
曹
候
補
生
＝

５
月
23
日
（
土
）

●
問
い
合
わ
せ　

試
験
会
場

な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、
自

衛
隊
飯
塚
地
域
事
務
所

☎（
０
９
４
８
）
２
２
局

４
８
４
７
番
ま
で

手
話
講
習
会
の
ご
案
内

社
会
福
祉
協
議
会
で
は
次

の
と
お
り
手
話
講
習
会
を
開

催
し
ま
す
。

●
と
き　

５
月
14
日
か
ら
10

月
15
日
ま
で
の
毎
週
木
曜

日
。時
間
は
午
後
７
時
か
ら

９
時
ま
で
（
全
22
回
）

●
場
所　

く
ら
じ
の
郷

●

受
講
料　

無
料
（
た
だ

し
、
テ
キ
ス
ト
代
と
し
て

千
二
百
円
）

●
募
集
人
員　

20
人
（
中
学

生
以
上
）

●
申
込
期
限　
４
月
27
日（
月
）

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

無
料
介
護
講
座
の
ご
案
内

福
岡
県
地
域
介
護
実
習
・

普
及
セ
ン
タ
ー
で
は
、
次
の

と
お
り
介
護
講
座
を
行
い
ま

す
。
介
護
の
知
識
と
技
術
を

身
に
付
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
よ
か
よ
か
介
護
一
日
コ
ー

ス　

４
月
22
日（
水
）
ま
た

は
６
月
11
日
（
木
）
の
い

ず
れ
か
一
日
。
時
間
は
午

前
９
時
50
分
か
ら
午
後
３

時
ま
で

●
よ
か
よ
か
体
験
一
日
コ
ー
ス

５
月
17
日（
日
）
ま
た
は
６

月
24
日
（
水
）
の
い
ず
れ

か
一
日
。
時
間
は
午
前
９

時
50
分
か
ら
午
後
３
時
ま

で
●
や
っ
ち
ゃ
れ
介
護
実
践
コ
ー

ス　

５
月
15
日
、
29
日
、

６
月
12
日
、
26
日
、
７
月
10

日
の
金
曜
日
（
全
５
回
）。

時
間
は
午
前
９
時
50
分
か

ら
午
後
３
時
30
分
ま
で

●
と
こ
ろ　

ウ
エ
ル
パ
ー
ク

ヒ
ル
ズ
（
中
間
市
通
谷
１

丁
目
３
６
番
３
号
）

●
定
員　

各
コ
ー
ス
24
人
（
定

員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
）

●
受
講
料　

無
料

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
福

岡
県
地
域
介
護
実
習
・
普
及

セ
ン
タ
ー
☎
（
０
９
３
）
２

４
４
局
４
７
４
７
番
ま
で

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
仲
間
を

募
集
し
て
い
ま
す

読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「
ピ
ヨ
ピ
ヨ
」
で
は
、
仲

間
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
本

を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
と
触

れ
合
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
活
動
日　

毎
週
木
曜
日
。

時
間
は
午
後
１
時
30
分
か

ら
３
時
30
分
ま
で

●
活
動
場
所　

中
央
公
民
館

ま
た
は
く
ら
じ
の
郷

●
活
動
内
容　

①
乳
幼
児
４

か
月
検
診
時
に
行
う
ブ
ッ

ク
ス
タ
ー
ト
の
お
手
伝
い

②
読
み
聞
か
せ
活
動
③
勉

強
会
な
ど

●
問
い
合
わ
せ　

由
衛
久
子

☎
４
２
局
７
８
１
７
番
ま

た
は
中
央
公
民
館
☎
４
２

局
７
２
０
０
番
ま
で

木
洩
れ
日
俳
句
会

仲
間
を
募
集
し
て
い
ま
す

中
央
公
民
館
自
主
サ
ー
ク

ル
木
洩
れ
日
俳
句
会
で
は
、

入
会
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

俳
句
に
興
味
の
あ
る
人
の
参

加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
活
動
日　

毎
月
第
２
・
第

４
木
曜
日
。
時
間
は
午
後

０
時
30
分
か
ら
３
時
30
分

ま
で

●
活
動
場
所　

中
央
公
民
館

●
問
い
合
わ
せ　

木
洩
れ
日

俳
句
会
世
話
係　

亀
井
か

お
る
☎
４
２
局
２
０
３
６

番
ま
で

プ
レ
ゼ
ン
力
を

身
に
付
け
て
み
ま
せ
ん
か

鞍
手
プ
レ
ゼ
ン
の
会
で
は
、

自
分
の
経
験
や
趣
味
・
関
心

ご
と
や
夢
・
希
望
な
ど
を
お

互
い
に
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
力

を
身
に
付
け
る
講
座
を
開
催

し
ま
す
。
一
緒
に
プ
レ
ゼ
ン

力
を
ア
ッ
プ
し
ま
せ
ん
か
。

●
活
動
日　

毎
月
第
２
水
曜

日
。
時
間
は
午
後
７
時
30

分
か
ら
21
時
ま
で

●
活
動
場
所　

中
央
公
民
館

●
問
い
合
わ
せ　

詳
し
い
こ

と
は
鞍
手
プ
レ
ゼ
ン
の
会

世
話
人　

栗
田
和
廣
☎
４

くらしの情報

募
集

ラ
ケ
ッ
ト
を
手
に

心
地
よ
い
汗
を

流
し
ま
せ
ん
か

鞍手バドミントン連盟では、バドミン
トン教室の参加者を次のとおり募集しま
す。７月 19日（日）には教室参加者を含め
たバドミントン大会を行います。
●とき　５月 15日から７月 17日までの
毎週金曜日（全 10回）。時間は午後７時
30分から９時 30分まで

●ところ　町立体育館
●参加資格　町内に住んでいるか勤めて
いる人

●定員　20人
●参加料　無料（スポーツ保険加入料が別
途必要です）

●必要なもの　ラケット、体育館シューズ
●申し込み・問い合わせ　体育協会事務
局（中央公民館内）☎４２局７２００番
まで。締め切りは４月24日（金）です

バドミントン教室の参加者を募集します

試
験

講
習
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くらしの情報

２
局
３
５
３
６
番
ま
た
は

中
央
公
民
館
ま
で

障
害
者
サ
ロ
ン
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
仲
間
と

参
加
者
募
集

障
害
者
の
余
暇
活
動
を
考

え
る
つ
ぐ
み
の
会
で
は
、
隔

月
の
第
１
日
曜
日
に
サ
ロ
ン

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
福
祉

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
心
の
あ

る
人
や
障
が
い
者
の
参
加
者

を
次
の
と
お
り
募
集
し
て
い

ま
す
。
一
緒
に
楽
し
い
時
間

を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

●
活
動
日　

隔
月
第
１
日
曜

日
。
時
間
は
午
後
１
時
か

ら
３
時
ま
で
。
４
月
は
５

日
（
日
）
に
開
催

●
活
動
場
所　

く
ら
じ
の
郷

（
ふ
れ
あ
い
棟
）

●
活
動
内
容　

ふ
う
せ
ん
バ

レ
ー
等
の
ボ
ー
ル
遊
び
や

お
し
ゃ
べ
り

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

直
方
鞍
手
は
つ
ら
つ
塾
の

受
講
生
を
募
集
し
ま
す

直
方
鞍
手
は
つ
ら
つ
塾
で

は
、
新
年
度
受
講
生
を
次
の

と
お
り
募
集
し
ま
す
。

●
学
習
期
間　

６
月
か
ら
翌

年
３
月
ま
で
（
月
１
、２
回
）

●
対
象
者　

直
鞍
地
区
お
よ

び
近
隣
に
住
ん
で
い
る
60

歳
以
上
の
人

●
募
集
科
目　
民
謡
、
吟
詠
、

唱
歌
、
舞
踊
、
健
康
体
操
、

俳
句
、
和
紙
絵
、
ペ
ー
パ
ー

フ
ラ
ワ
ー
、
絵
手
紙
、
60
歳

代
健
康
づ
く
り
、
70
歳
代
健

康
づ
く
り
、
学
生
支
援
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
講
座

●
と
こ
ろ　

直
方
市
中
央
公

民
館

●
受
講
料　
年
間
二
千
円
（
別

途
資
料
代
が
必
要
）

●
申
込
期
間　
４
月
16
日（
木
）

か
ら
19
日
（
日
）
申
し
込

み
多
数
の
場
合
は
抽
選

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

直
方
市
中
央
公
民
館
☎
２

５
局
２
２
４
１
番
ま
で

次
世
代
を
担
う
青
少
年
を

つ
な
ぎ
、
育
て
る

野
外
学
習
の
参
加
者
募
集

福
岡
県
青
年
青
少
年
育
成

県
民
会
議
で
は
、
青
少
年
の

心
の
豊
か
さ
や
、
生
き
る
力

を
養
い
、
21
世
紀
を
担
う
青

少
年
を
育
て
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
野
外
学
習
の
参
加
者

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

●
と
き　

８
月
５
日（
水
）か

ら
９
日（
日
）ま
で
の
４
泊

５
日

●
研
修
先　

国
立
諫
早
青
少

年
自
然
の
家
（
長
崎
県
諫

早
市
）

●
事
前
説
明
会　

福
岡
県
立

社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー

（
糟
屋
郡
篠
栗
町
）

●
参
加
資
格　

小
学
５
・
６

年
生
、
中
学
生
の
男
女
64

人
（
事
前
説
明
会
、
研
修

の
全
日
程
に
参
加
で
き
る

こ
と
）

●
募
集
期
間　
５
月
１
日（
金
）

か
ら
６
月
１
日（
月
）ま
で
。

応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽

選
●
参
加
費　
一
万
九
千
円

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

詳
し
い
こ
と
は
福
岡
県

青
少
年
育
成
県
民
会
議

☎
（
０
９
２
）
４
３
２
局

７
１
１
０
番
ま
で

お
風
呂
は
お
休
み
で
す

く
ら
じ
の
郷
の
休
館
日

く
ら
じ
の
郷
の
福
祉
棟（
お

風
呂
）と
勤
労
者
ふ
れ
あ
い
棟

（
体
育
館
）の
４
月
の
休
館
日

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

●
休
館
日　

６
日
（
月
）、
13

日（
月
）、
19
日（
日
）、
20

日（
月
）、
27
日（
月
）
で

す
●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

タ
ク
シ
ー
の

初
乗
り
料
金
を

助
成
し
て
い
ま
す

町
で
は
、
障
害
が
あ
る
人

が
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
際

の
初
乗
り
料
金
を
助
成
し
て

い
ま
す
。
助
成
を
受
け
る
た

め
に
は
、
事
前
に
申
請
が
必

要
で
す
。

●
対
象　

身
体
障
害
者
手
帳

（
一
級
・
二
級
）、
療
育
手

帳
（
Ａ
・
Ｂ
）、
精
神
障
害

者
福
祉
手
帳
（
一
級
・
二

級
）
を
持
っ
て
い
る
在
宅

の
人
（
生
活
保
護
受
給
者

を
除
く
）

●
助
成
内
容　

月
に
２
枚
の

割
合
で
タ
ク
シ
ー
利
用

券
を
交
付
（
月
に
３
回
以

上
通
院
す
る
人
は
月
に
３

枚
の
割
。
人
工
透
析
で
通

院
す
る
人
は
月
に
６
枚
の

割
）。
利
用
券
１
枚
で
小
型

タ
ク
シ
ー
の
初
乗
り
料
金

を
助
成
し
ま
す
。

●
利
用
で
き
る
タ
ク
シ
ー　

直
鞍
旅
客
自
動
車
協
同

組
合
ま
た
は
北
九
州
タ
ク

シ
ー
協
会
に
加
盟
し
て
い

る
タ
ク
シ
ー

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

障

害
者
手
帳
、
印
か
ん

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
高
齢
者
班
ま

で
障
害
者
の
皆
さ
ん

有
料
道
路
割
引
制
度
の

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

障
害
が
あ
る
人
が
車
に
乗

る
場
合
、
次
の
と
お
り
手
続

き
を
す
れ
ば
有
料
道
路
の
通

行
料
が
半
額
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
手
続
き
は
役
場

福
祉
人
権
課
で
で
き
ま
す
。

●
対
象　

身
体
障
害
者
本
人

が
運
転
す
る
か
、
身
体
障
害

者
手
帳
（
第
一
種
）
ま
た
は

療
育
手
帳
（
Ａ
）
を
持
っ
て

い
る
人
を
常
時
介
護
し
て

い
る
人
が
運
転
す
る
場
合

●
対
象
の
自
動
車　

障
害
者

一
人
に
つ
き
一
台
の
自
家

用
車
（
営
業
車
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
）

●
必
要
な
も
の　

身
体
障
害

者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
車

検
証
（
Ｅ
Ｔ
Ｃ
を
利
用
し

て
い
る
場
合
は
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ

車
載
器
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
申

込
書
・
証
明
書
、
障
害
者
本

人
名
義
の
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
高
齢
者
班
ま

で
町
立
病
院
に

皮
膚
形
成
外
科
を
開
設

町
立
病
院
で
は
、
地
域
の

中
核
病
院
と
し
て
、
地
域
の

住
民
の
ニ
ー
ズ
の
対
応
と
専

門
医
に
よ
る
質
の
高
い
医
療

を
提
供
す
る
た
め
、
皮
膚
形

成
外
科
を
４
月
よ
り
毎
週
木

曜
日
の
午
前
中
の
予
定
で
開

設
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

町
立
病
院

ま
で

お
知
ら
せ

氏　名 住　所 寄附額
匿　名 福岡県 10,000 円

友原　宏明 福岡県 10,000 円
匿　名 福岡県 10,000 円
匿　名 福岡県 10,000 円
匿　名 福岡県 5,000 円
匿　名 福岡県 5,000 円
匿　名 福岡県 10,000 円

寄付者合計件数７件 60,000 円
　

　 ●問い合わせ　ふるさと納税に関する詳
　しい内容は役場企画財政課政策財政班
　または、町公式ホームページまで

応援ありがとうございました

次の方々からご寄附を頂きました

平成 20 年のふるさ
と納税の寄附の状況を
公表します。

敬称略

平成20年（10月１日から12月 31日）

平成21年（１月１日から２月18日現在）

寄附件数　　　　       22 件
寄附合計額　　　305,000 円

※公開にご承諾をいただいた方のみ、実名で公表しています。

寄附件数　　　　       15 件
寄附合計額　　　540,000 円

平成21年（２月19日から３月11日現在）

17−2009.４



入
院
す
る
と
き
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
人
で
、
世
帯

員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の

場
合
、
入
院
し
た
と
き
の
窓

口
負
担
額
や
食
事
代
の
負
担

が
軽
減
さ
れ
る
証
明
書
を
発

行
し
ま
す
。
こ
の
証
明
書
は
、

申
請
し
た
月
の
１
日
か
ら
し

か
使
え
ま
せ
ん
の
で
、
入
院

が
決
ま
っ
た
と
き
は
前
も
っ

て
手
続
き
を
し
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
保
険
年
金
班
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
証
、
印
か
ん
、
過
去
１

年
間
に
90
日
を
超
え
る
入

院
が
あ
っ
た
人
は
入
院
期

間
が
確
認
で
き
る
書
類
（
領

収
証
な
ど
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

現
在
、
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
で
、
70
歳

未
満
の
人
は
限
度
額
適
用
認

定
証
を
、
74
歳
以
下
で
住
民

税
が
非
課
税
と
な
っ
て
い
る

世
帯
の
人
は
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を

医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
す

る
こ
と
で
、
そ
の
医
療
機
関

で
の
医
療
費
の
窓
口
負
担
が

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
で
済

み
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
後

で
高
額
療
養
費
の
払
い
戻
し

申
請
を
す
る
必
要
は
な
く
な

り
ま
す
。
こ
の
認
定
証
は
、

次
の
と
お
り
事
前
に
申
請
す

る
こ
と
で
交
付
さ
れ
ま
す
。

申
請
し
た
月
の
１
日
か
ら
有

効
と
な
り
ま
す
の
で
、
も
し

入
院
が
決
ま
っ
た
場
合
は
、

早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
認
定
証
は
国
民
健
康

保
険
税
の
納
め
忘
れ
が
あ
る

場
合
に
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
保
険
税
は
必
ず
納
期

内
に
納
め
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
保
険
年
金
班
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

国

民
健
康
保
険
証
・
印
か
ん
・

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

で
、
過
去
１
年
間
に
90
日

を
超
え
る
入
院
が
あ
っ
た

人
は
、
入
院
期
間
が
確
認

で
き
る
書
類
（
領
収
証
な

ど
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

国
民
健
康
保
険
か
ら

社
会
保
険
へ
加
入

十
四
日
以
内
に

必
ず
届
出
を

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

に
加
入
し
て
い
る
世
帯
の
全

員
、
ま
た
は
そ
の
一
部
の
人

に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
、
14

日
以
内
に
役
場
保
険
健
康
課

保
険
年
金
班
へ
届
け
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
を
忘

れ
た
り
、
遅
れ
た
り
す
る
と

保
険
証
を
使
っ
た
医
療
が
受

け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

介
護
保
険
証
を

送
り
ま
す

福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連

合
で
は
、
５
月
に
65
歳
を
迎

え
る
人（
昭
和
19
年
５
月
２
日

か
ら
６
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
）に
、
４
月
中
に
介
護

保
険
証
を
お
送
り
し
ま
す
。

将
来
、
介
護
が
必
要
に
な
っ

た
と
き
や
介
護
認
定
申
請
の

と
き
に
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
65
歳
に
な
る

前
に
介
護
の
認
定
を
受
け
た

人
に
は
、
す
で
に
保
険
証
を

交
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
今

回
は
お
送
り
し
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉

　

（かっこ内は前年比）

町内の
交通事故
発生状況

【２月中】

● とき４月８日（水）午
前 10 時から午後４時
まで（受付は午後３時
まで）

● ところ　ハピネスなかま（中間市
通谷）

● 問い合わせ　福岡県交通事故相談所
　☎（０９２）６２２局０４０３番まで

【累　計】
件 数 124 人（－16） 件 数 113 件（－ 18）

死 者 120人（±10） 死 者 120人（±10）

傷 者 115 人（－17） 傷 者 116 人（－18）

巡回
交通事故

相談

休日
在宅医
診療時間は、午前９時から午後５時までで
す。休日在宅医は、変更になることもあり
ますので、事前に電話でご確認ください。

朗読サークルの皆さんが、いろ
りのそばで昔話や絵本の読み聞か
せをしてくれます。親子で聞きに
来てみませんか。
● とき　４月 11 日（土）午前 10

時から
● ところ　歴史民俗資料館
● 問い合わせ　歴史民俗資料館まで

い
ろ
り
ば
た

お
話
の
会

楽
し
い

お
話
い
っ
ぱ
い

聞
け
る
よ
。

● 4月 5日（日）梅谷医院（本町）
　　　　　　　　　 ☎４２局３３７７番
● 4月12 日（日）原医院（新北）
　　　　　　　　　 ☎４３局２０３０番
● 4月19 日（日）鞍手クリニック（古門）
　　　　　　　　　 ☎４３局３０３０番
● 4月26 日（日）町立病院（城ヶ崎）
　　　　　　　　　 ☎４２局１２３１番
● 4月29 日（祝）木原医院（山ヶ崎）
　　　　　　　　　 ☎４２局５００５番
● 5月 3日（日・祝）町立病院（城ヶ崎）
● 5月 4日（祝）町立病院（城ヶ崎）
● 5月 5日（祝）町立病院（城ヶ崎）
● 5月 6日（振）町立病院（城ヶ崎）

休日の夜間の体調不良は
急患センターへ。

● 問い合わせ　直鞍急患センター
☎２８局２８４０番まで

診療日 診療科目
土曜・日曜・祝日

午後６時から11時まで
小児科
内　科

※第２日曜日は、小児科のみ診療時間を拡大し、
午前９時から対応しています。

くらしの情報

● 問い合わせ
　  直方警察署☎２２局０１１０番まで

のおがた警察署

街頭犯罪だより
銃刀法の改正!!
刃渡り 5.5 ㎝以上の剣が
所持禁止になりました。

※剣とは、ダガーナイフなどの両側に刃が 
　ついた刃物です。
※平成 21 年７月４日までに処分してくだ
　さい。（同日までにし処分等をすれば罪
　には問われません。）

　　具体的な処分方法は、最寄の
　交番、警察署にお尋ねください。
　　新たに刃渡り、5.5 ㎝以上の
　剣を手に入れると罪に問われる
　ことになります。

2009.４−18



人
権
課
福
祉
高
齢
者
班
ま
た

は
福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連

合
☎（
０
９
２
）
６
４
３
局

７
０
５
５
番
ま
で

国
保
の
高
齢
受
給
者
証
を

交
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で

70
歳
を
迎
え
た
人（
昭
和
14
年

４
月
２
日
か
ら
５
月
１
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
人
）に
国
民
健
康

保
険
の
高
齢
受
給
者
証
を
次
の

と
お
り
交
付
し
ま
す
。

●
交
付
す
る
日　

４
月
30
日

（
木
）午
前
９
時
か
ら

●
と
こ
ろ　

役
場
保
険
健
康
課

保
険
年
金
班
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

国
民

健
康
保
険
証
、
印
か
ん

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険
健

康
課
保
険
年
金
班
ま
で

下
水
道
を
利
用
で
き
る

区
域
が
追
加
さ
れ
ま
し
た

４
月
１
日
か
ら
新
中
山
区
・

本
町
区
・
南
区
・
北
区
・
昭
和

通
り
区
の
一
部
で
下
水
道
を
利

用
で
き
る
区
域
が
追
加
に
な
り

ま
し
た
。
ト
イ
レ
を
水
洗
化
す

る
た
め
に
は
、
排
水
設
備
工
事

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
上
下
水

道
課
下
水
道
班
ま
で

給
水
装
置
の
指
定
工
事

事
業
者
を
追
加
し
ま
し
た

水
道
管
の
新
設
や
増
設
な
ど

給
水
装
置
の
工
事
を
行
う
事
業

者
に
、
申
請
の
あ
っ
た
次
の
３

社
を
追
加
指
定
し
ま
し
た
（
水

道
工
事
は
町
が
指
定
し
た
工
事

事
業
者
し
か
で
き
ま
せ
ん
）。

●
曽
我
設
備　

▽
住
所
＝
嘉
麻

市
平
１
１
３
番
地
１
▽
電
話

＝
（
０
９
４
８
）
４
２
局
６

４
７
８
番

●
有
限
会
社
ジ
ー
エ
ス　

▽
住

所
＝
直
方
市
大
字
頓
野
３
４

３
番
地
８
▽
電
話
＝
２
９
局

８
１
１
５
番

●
Ｔ
Ａ
Ｓ
Ｋ
‐
Ｙ
ｅ
ｑ
ｍ
．
▽

住
所
＝
岡
垣
町
吉
木
西
２
丁

目
１
１
番
１
５
号
▽
電
話
＝

（
０
９
３
）
７
０
１
局
９
６

７
７
番

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
上
下
水

道
課
上
水
道
班
ま
で

い
た
ず
ら
イ
ノ
シ
シ
を

退
治
し
ま
す

イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
農
作
物
の

被
害
は
、年
々
増
え
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
町
で
は
、年
に
二
回
、

猟
友
会
の
協
力
を
得
て
イ
ノ
シ

シ
の
駆
除
を
し
て
い
ま
す
。
期

間
中
は
、
日
の
出
か
ら
日
の
入

り
ま
で
猟
犬
と
猟
銃
を
使
っ
て

駆
除
を
し
ま
す
の
で
、
山
に
入

る
と
き
は
十
分
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

●
駆
除
期
間　
４
月
30
日（
木
）

ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
農
政
環

境
課
農
政
環
境
班
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
や

西
鉄
バ
ス
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

町
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

と
西
鉄
バ
ス
の
２
路
線（
西
川
、

中
山
・
中
間
線
）
は
、
町
が
補

助
金
を
負
担
し
て
路
線
を
維
持

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
年
々

乗
降
客
が
減
少
し
、
町
の
負
担

も
増
加
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん

の
ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
企
画
財

政
課
地
域
振
興
班
ま
で

Ｊ
Ｒ
九
州
が
ダ
イ
ヤ
改
正

３
月
14
日
（
土
）
か
ら
日
中

の
直
方
～
折
尾
間
の
列
車
が
増

発
さ
れ
ま
し
た
。
時
刻
な
ど
詳

し
い
こ
と
は
鞍
手
駅
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

鞍
手
駅
☎

４
２
局
０
９
８
０
番
ま
で

４
月
は
未
成
年
者

飲
酒
防
止
強
調
月
間

４
月
は
、
未
成
年
者
飲
酒
防

止
強
調
月
間
で
す
。
未
成
年
者

の
飲
酒
は
、
か
ら
だ
や
心
の
発

達
が
盛
ん
な
時
期
に
悪
影
響
を

あ
た
え
ま
す
。
お
酒
は
二
十
歳

に
な
っ
て
か
ら
、
周
囲
の
人
も

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
国
税
局

ま
で

次
の
方
々
か
ら
寄
附
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
（
か
っ
こ
内
は
故

人
。
故
人
敬
称
略
）。

●
社
会
福
祉
協
議
会
へ【
香
典

返
し
】

▽	

香
月
一
夫
様
＝
木
月
（
ヨ
シ

子
）

▽
山
本
精
一
郎
様
＝
八
尋
（
穂

積
）

●
町
立
病
院
へ【
香
典
返
し
】

▽	

香
月
一
夫
様
＝
木
月
（
ヨ
シ

子
））

くらしの情報

愛の
贈
り
も
の

下水道を整備するためは、多額の資金が必要です。
現在、町が進めている下水道事業は、国からの補助金
や起債（町の借入金）、町費、そして受益者からの負
担金（受益者負担金）で賄われます。
このうち受益者負担金とは、下水道が利用できるよ

うになった地域の土地の所有者などに１度だけ課さ
れる負担金で、その額は１㎡当たり500円です。平成
20年４月１日から平成21年３月31日までに追加され
た利用区域の土地の所有者（平成21年４月１日現在）
には受益者負担金が課されることになります。対象区
域の図面は役場上下水道課下水道班で閲覧できます。

１㎡当たり500円
下水道を利用するために
１度だけの受益者負担金

受益者は、土地の所有者などからの申告により決定
します。また、申告書の発送から、負担金の納付まで
の流れは次のとおりです。
①４月中旬に土地の所有者へ下水道事業受益者申告
書を送付します。

②申告書には、土地の所有者や地目、面積などが記載
されています。その内容を確認後、変更などがあれ
ば訂正し、署名・押印のうえ５月中旬までに同封の
返信用封筒で郵送してください（役場上下水道課下
水道班に直接持参されても結構です）

③申告書の内容に基づき負担金を決定し、負担金決定
通知書や負担金納入通知書などを７月上旬に送付
します

④記載内容を確認のうえ、町指定の金融機関で納付し
てください。

納付方法は次の３つから選択できます。全期一括納
付や各年度ごとの一括納付を選択した場合、報奨金が
交付されます（実際は、報奨金を差し引いた金額で納
めることになります）。
●全期一括納付　全20期を納付▷納付期限＝平成21
年７月31日まで▷報奨金＝負担金総額の20パーセ
ント

●各年度ごとの一括納付　１年分を納付▷納付期限
＝各年度の７月31日まで▷報奨金＝負担金総額の
10パーセント

●分割納付　各年度の各納期ごとに納付▷報奨金＝
ありません

　（納期限が土曜・日曜・祝日の場合には、翌日また
は翌々日が納期限となります）

●問い合わせ　役場上下水道課下水道班まで

受益者は申告制度で決
定負担金の納付は
３つから選択できます

受益者の負担は１度だけ
利用区域の土地を
所有している人が対象

19−2009.４


